
姫路市　マイナンバーコールセンター　TEL 079-221-2150

給付金などを受け取るための預貯金口座（公金受取口座）を、1人につき１口座、あらかじめデジタル庁に登録する制度です。

公金受取口座を登録しておくと、年金、児童手当など、今後の給付金などの申請をするときに、口座情報の記入や通帳の

写しなどを提出する必要がなくなります。申請の都度、必要になる書類確認の手間が省け、緊急時の給付金などもより

迅速に受け取ることができるようになります。

※公金受取口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途、申請などが必要になります。

金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座を登録することができます。

登録可能な金融機関一覧はデジタル庁ホームページよりご確認ください。

※デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録が可能な金融機関」

　https://www.degital.go.jp/policies/posts/account_registration_finance

公金受取口座登録制度って？

どんないいことがあるの？

登録可能な口座は？

登録に必要なものは？
スマートフォンを利用した公金受取口座の登録には、以下が必要です。

マイナンバー

カード

本人名義の

預貯金口座

マイナンバーカード読取に

対応したスマートフォン

マイナポータルアプリの

インストール

公金受取口座制度でできること

スマートフォンを利用した登録方法

マイナポータルにログイン後、

「公金受取口座の登録・変更」の

項目をタップします（押します）。

「マイナンバーカードを読み取る」を

タップして読み取らせると、ご本人

情報が自動で入力されます。

内容を確認し、表示された「確認する」

という項目をタップします。

「口座情報を登録する」をタップ

します。

画面の案内にしたがって、口座

情報を入力します。
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申請書と添付書類を用意して…●●　●●

●●銀行

申請書
申請書ごとに
口座情報を
確認しなくちゃ！
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申請書

申請書だけ
で

よくなった
！ 行政機関等

事務が簡素化！
給付が早く
できる！

行政機関等

簡単な操作で
すぐに登録ができるよ


